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  令和７年第２回東海村議会定例会提出議案概要                                  

令和７年５月２８日 

議案番号 議  案  名 説          明 

報告第 5号 寄附の受入れについて

（エデュプレイハウス，

やわらか砂場セット・サ

ニーパーク，カラートン

ネル） 

水戸ヤクルト販売株式会社から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，

議会に報告するものであります。 

１ 寄 附 者  水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 内藤 学 

２ 寄 附 品 名  エデュプレイハウス１点，やわらか砂場セット・サニーパーク

１点，カラートンネル１点 

３ 寄 附 目 的  地域の福祉に貢献するため 

４ 寄附年月日  令和７年３月６日 

報告第 6号 寄附の受入れについて

（バスケットボールケー

ス，ビブス） 

株式会社ＫＯＴＯＷＡから寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会

に報告するものであります。 

１ 寄 附 者  株式会社ＫＯＴＯＷＡ 代表取締役 鈴木 政則 

２ 寄 附 品 名  バスケットボールケース４個，ビブス４０枚 

３ 寄 附 目 的  学校の教育活動を支援するため 

４ 寄附年月日  令和７年３月２５日 

報告第 7号 寄附の受入れについて

（寄附金） 

エーテック株式会社から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に

報告するものであります。 

１ 寄 附 者  エーテック株式会社 代表取締役社長 久家 伸司 

２ 寄 附 金 額  金１００，０００円 

３ 寄 附 目 的  子供たちのため 

４ 寄附年月日  令和７年４月１８日 

報告第 8号 令和６年度東海村一般会

計繰越明許費繰越計算書 

令和７年第１回定例会において，令和６年度東海村一般会計補正予算（第１０号）

で議決をいただきました繰越明許費６２３，３４２千円につきましては，５３５，

４６１千円を令和７年度へ繰り越しましたので，地方自治法施行令第１４６条第２
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項の規定により報告するものであります。 

報告第 9号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地

区画整理事業特別会計繰

越明許費繰越計算書 

令和７年第１回定例会において，令和６年度水戸・勝田都市計画事業東海駅西土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）で議決をいただきました繰越明許費    

３１，８８２千円につきましては，２６，８００千円を令和７年度へ繰り越しまし

たので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

報告第 10 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計繰

越明許費繰越計算書 

令和７年第１回定例会において，令和６年度水戸・勝田都市計画事業東海中央土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）で議決をいただきました繰越明許費    

２１２，６６９千円につきましては，１９１，４６９千円を令和７年度へ繰り越し

ましたので，地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであり

ます。 

報告第 11 号 令和６年度東海村下水

道事業会計予算繰越計

算書 

公共下水道工事の建設改良費のうち，４５，０００千円及び流域下水道建設費の

うち，１１，５８６千円を令和７年度へ繰り越しましたので，地方公営企業法第２

６条第３項の規定により報告するものであります。 

承認第 1号 

 

専決処分の承認を求め

ることについて（令和６

年度東海村一般会計補

正予算（第１１号）） 

令和６年度東海村一般会計補正予算（第１１号）について専決処分をしましたの

で，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものでありま

す。 

予算総額から歳入歳出それぞれ３９３，２４７千円を減額し，予算総額を 

２２，８６０，３５４千円とするものであります。 

 補正の内容につきましては，各事業費の確定等に伴い，必要な予算措置を講じた

ものであります。 

１ 歳入 

（１）地方譲与税         △１７５千円 

（２）配当割交付金      １９，５２２千円 

（３）株式等譲渡所得割交付金 ３４，２５７千円 

（４）法人事業税交付金     ４，０２８千円 

（５）地方消費税交付金   △７５，７５８千円 
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（６）環境性能割交付金       ３７９千円 

（７）地方交付税       １５，３１４千円 

（８）国庫支出金      △２５，８６２千円 

（９）県支出金        △９，７６５千円 

（10）財産収入         １，１２３千円 

（11）寄附金        △１６，０００千円 

（12）繰入金       △３２０，１４５千円 

（13）諸収入        △１５，０６５千円 

 （14）村債          △５，１００千円 

２ 歳出 

（１）総務費        △６３，２１６千円 

（２）民生費        △７５，９９３千円 

（３）衛生費       △１０８，１１０千円 

（４）農林水産業費     △２０，８５６千円 

（５）商工費         △７，００５千円 

（６）土木費        △６１，５５０千円 

（７）消防費         △３，９８８千円 

（８）教育費        △５０，０６１千円 

（９）公債費         △２，４６８千円 

承認第 2号 

 

専決処分の承認を求め

ることについて（東海村

税条例の一部を改正す

る条例） 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等の施行に

伴い，東海村税条例の一部を改正する条例について専決処分をしましたので，地方

自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

 ○主な改正の内容 

・特定親族特別控除の創設に係る規定の整備 

・軽自動車税（種別割）の標準税率の区分見直し 

・加熱式たばこに係る市町村たばこ税の課税標準の特例 
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承認第 3号 専決処分の承認を求め

ることについて（東海村

都市計画税条例の一部

を改正する条例） 

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い，東海村都市計画税条例の一部を改正する条例について専決処分をしましたので，

地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求めるものであります。 

○改正の内容 

・地方税法等の一部改正に伴う項のずれの改正 

承認第 4号 専決処分の承認を求め

ることについて（東海村

国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 

地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令

の施行に伴い，東海村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について専決処分

をしましたので，地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し，承認を求める

ものであります。 

○主な改正の内容 

 ・医療分及び後期高齢者支援金等分に係る国民健康保険税賦課限度額の引上げ 

・軽減判定所得の基礎となる所得判定基準額の引上げ 

議案第 64 号 東海村手数料徴収条例

の一部を改正する条例

の制定について 

地方公共団体情報システムの標準化に伴い，固定資産課税台帳に記載されている

事項の証明書の発行単位を変更するため，条例の一部を改正するものであります。 

  

議案第 65 号 東海村産業・情報プラザ

の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正す

る条例の制定について 

東海村産業・情報プラザ内に調理設備を設置し，及び当該設備の管理を指定管理

者に行わせるほか，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 66 号 令和７年度東海村一般会

計補正予算（第１号） 

予算総額に歳入歳出それぞれ９，９２２千円を追加し，予算総額を 

２３，９５６，９２２千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，村松小学校進入路の整備，合葬式墓地の整備に

係る実施設計，コミュニティセンター非常用発電機の設置工事に係る基本設計等に

必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入      

繰入金         ９，９２２千円 



  

- 5 - 

 

２ 歳出      

（１）総務費         ２，７５０千円 

（２）衛生費         ９，９２２千円 

（３）教育費        △２，７５０千円 

議案第 67 号 あらたに生じた土地の

確認について 

本村内に，あらたに土地が生じたため，地方自治法第９条の５第１項の規定によ

り，議会の議決を求めるものであります。 

１ 場 所  大字照沼字渚７６８番４，７６８番５，７６８番８のそれぞれの地

先及び７６８番１に接する海浜地地先の公有水面 

２ 面 積  １１７，２５０．００平方メートル 

議案第 68 号 字の区域の変更につい

て 

本村内に，あらたに土地が生じたことに伴い，字の区域を変更するため，地方自

治法第２６０条第１項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

大字照沼字渚に変更する区域 

大字照沼字渚７６８番４，７６８番５，７６８番８のそれぞれの地先及び７６８ 

番１に接する海浜地地先の公有水面 １１７，２５０．００平方メートル 

議案第 69 号 茨城港常陸那珂港区の

公有水面埋立てに関す

る意見について 

公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第３条第１項の規定によ

り，茨城港港湾管理者 茨城県 代表者 茨城県知事 大井川 和彦 から意見を

求められたので，同条第４項の規定により，議会の議決を求めるものであります。 

茨城港常陸那珂港区の公有水面埋立てに関する意見 

公有水面の埋立てについて，異存がありません。 

 

※ 法律等関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

               ・地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号） 

        ・地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和 7年法律第 7号） 

        ・地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和 7年政令第 119 号） 

・公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号） 
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なお，今会期中に工事請負契約の締結１３件，工事施行協定の締結１件，備品購入契約の締結７件，人事案件２件を追加提

出したく準備をしておりますので，よろしくお願いいたします。 

※ 第２１７回通常国会で審議中の「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し，

投票立会人，開票立会人等に係る経費基準額が増額改定された場合は，当該職に係る報酬額を見直す条例の改正１件，及び

本年度執行予定の選挙における当該職に係る予算を当初予算額から増額するための補正予算１件の追加提出を予定してお

ります。 


